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、
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送
付
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る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ロ
シ
ア
人
漁
師
に
よ
る
密
入
国
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ロ
シ
ア
人
漁
師
に
よ
る
密
入
国
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二

十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
一
五
号
）
六
及
び
七
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
警
察
庁
及
び
海
上
保
安
庁
に
現
存
す
る
統

計
資
料
に
よ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
違
反
（
不
法
上
陸
）
の
検
挙
件
数

の
う
ち
、
御
指
摘
の
「
中
間
ラ
イ
ン
」
を
通
過
し
た
も
の
の
数
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
日
本
漁
船
「
第
三
十
一
吉
進
丸
」
に
対
す
る
銃
撃
・
だ
捕
事
件
は
、
根
室
市
を
始
め
、
我
が
国
に
お
い
て
衝
撃

を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
認
識
し
て
お
り
、
日
本
人
一
名
の
生
命
が
失
わ
れ
る
と
い
う
極
め
て
由
々
し
き
事
態
で
あ
っ

た
と
考
え
て
い
る
。
同
事
件
以
後
、
外
務
省
と
し
て
、
ロ
シ
ア
側
に
対
し
て
様
々
な
機
会
を
と
ら
え
て
類
似
の
事
件
の
再
発

防
止
を
求
め
る
等
の
対
応
を
と
っ
て
き
て
い
る
。
他
方
、
お
尋
ね
の
平
成
十
九
年
四
月
七
日
に
北
海
道
納
沙
布
岬
付
近
に
お

い
て
発
生
し
た
ロ
シ
ア
連
邦
国
民
に
よ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
違
反
事
案
に
つ
い
て
は
、
「
第
三
十
一
吉
進
丸
」

に
対
す
る
銃
撃
・
だ
捕
事
件
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
、
か
か
る
事
案
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
連
邦

一



政
府
に
対
し
て
抗
議
す
る
等
の
対
応
は
取
っ
て
い
な
い
。

二


